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指標 単位 

基準値 目標値 

2018年度 

(平成30年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和12年度) 

製造品出荷額等（従業者4人以上の事業所）  ★ 億円 2,893 3,030 3,180 

製造業事業所数（従業者4人以上の事業所） ★ 事業所 95 97 100 

製造業事業所における従業者数  ★ 

（従業者4人以上の事業所） 
人 4,531 4,600 4,700 

年間商品販売額  ★ 億円 

586 

（2016年度） 

(平成28年度) 

594 602 

商店数   ★ 店 

410 

（2016年度） 

(平成28年度) 

410 410 

有効求人倍率※２  ★ 倍 1.33 1.33 1.00以上 

 

 

 

 

 

  

項目 主要な取組 

１ 企業誘致と既存企業への支援 

◇ひょうご・神戸投資サポートセンター等との連携、庁内調整会議の

活用など企業立地活動の推進および本市への本社機能の移転の

促進 

◇奨励金や税の軽減など市内の既存企業への設備投資の支援 

◇商工会議所などと連携した市内企業の育成と強化 

２ 
にぎわいづくりや担い手育成による商

業の振興 

◇にぎわいづくりや空き店舗等の活用による商店街の活性化 

◇中小・小規模企業者への経営意識の啓発や経営相談・指導・研修

事業などの支援による経営基盤の安定化 

◇商工会議所等と連携した相談・支援体制の充実による

新規創業者の開業支援 

３ 雇用と就労環境の充実 

◇ハローワークやＮＰＯ法人などと連携した若者の就業支援 

◇シルバー人材センター※１の運営支援による高齢者の就業機会の

確保 

◇勤労者福祉の向上 

施策の展開 

目標指標 

※１シルバー人材センター…高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、地域単位で設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕
事を、請負・委任・派遣等の形式で行う公益法人。 

※２有効求人倍率……………月間有効求職者数に対する月間有効求人数の割合。 

２０３０赤穂市総合計画 
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土曜夜店 

元気  産業と地域資源を活かした魅力あふれるまちづくり 

（6）活力とにぎわいのある地域産業の振興 

⑰地域産業を振興し就労環境を充実する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域産業の振興と雇用の場を確保するため、企業懇話会等により関係機関と連携し、市内企業

への設備投資支援や、赤穂インターチェンジなどの恵まれた地域特性を活かして、民間活力によ

る産業基盤の整備を推進するなど企業誘致を進めます。 

また、商工会議所などと連携を深め、中小・小規模企業者の経営基盤安定化や経営革新、新規

創業を促し、商業の振興を図ります。 

誰もが安心して働くことができる地域社会を目指し、就業機会の拡大・確保、就労環境の改善、

勤労者福祉の向上を図ります。 

 

 

  

施策の方針 

◆今後の市内への企業誘致には、民間が所有する未利用地の把握と利活用が重要です。 

◆地域産業の振興および既存企業の市外流出を防ぐためにも、市外からの企業誘致だけでな

く、企業留置を目的とした市内企業の設備投資の促進が必要です。 

◆大型小売店舗の進出や消費者ニーズの多様化、商業者の高齢化や後継者不足などにより、商

店街の集客力の低下や空き店舗の増加が顕在化しているため、空き店舗等を活用した商店

街の活性化が必要です。 

◆中小・小規模企業者の経営状況やニーズに対応した経営支援体制の充実が求められています。 

◆商業の振興を図るため、起業家への支援制度の周知や相談・支援体制の充実により、地域経

済活性化の担い手ともなる新規創業の促進が必要です。 

◆市民が働きやすい環境を整備し、安定した雇用の確保と就業条件の向上促進が必要です。 

◆就業者がより健康で快適な勤労生活を送れるよう、勤労者福祉の向上に向けた取組が必要

です。 

 

現状と課題 


